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知的障がいのある子どもに対する特別な指導内容 

ア 障がいによる学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること 
知的障がいのある子どもは、コミュニケーションが苦手で、人と関わることに消極的になったり、受

け⾝的な態度になったりすることがある。このことの要因としては、⾳声⾔語が不明瞭だったり、相手
の⾔葉が理解できなかったりすることに加えて、失敗経験から人と関わることに自信がもてなかったり、
周囲の人への依存心が強かったりすることなどが考えられる。 

そのため、まずは自分の考えや要求が伝わったり、相手の意図を受け止めたりする双方向のコミュニ
ケーションが成⽴する成功体験を積み重ねることができるように指導することが必要である。そして、
他者とのコミュニケーションにおいて成功経験を積み重ねることで、子供が自ら積極的に人と関わろう
とする意欲を育てることが⼤切である。 

 
イ ⾃⼰の理解と⾏動の調整に関すること 

知的障がいのある子どもは、過去の失敗経験等の積み重ねにより、自分に対する自信がもてず、⾏動
することをためらいがちになることがある。 

このような場合は、まず、本人が容易にできる活動を設定し、成就感を味わうことができるようにし
て、徐々に自信を回復しながら、自己に肯定的な感情を高めていくことができるように指導をすること
が⼤切である。 

 
ウ 感覚を総合的に活⽤した周囲の状況についての把握と状況に応じた⾏動に関すること 

知的障がいのある子どもは、自分の⾝体に対する意識や概念が⼗分に育っていないため、ものや人に
ぶつかったり、簡単な動作をまねすることが難しかったりすることがある。 

そこで、粗⼤運動や微細運動を通して、全⾝及び⾝体の各部位を意識して動かしたり、⾝体の各部位
の名称やその位置などを⾔葉で 理解したりすることができるように指導することが必要である。このよ
うな指導を通して、子供が自分の⾝体に対する意識を高めながら、自分の⾝体を基点として、位置、方
向、遠近についての状況の把握や状況に応じた⾏動につなげられるようにすることが⼤切である。 
 
エ 認知や⾏動の⼿掛かりとなる概念の形成に関すること 

知的障がいのある子どもは、概念を形成する過程で、必要な視覚情報に注目することが難しかったり、
読み取りや理解に時間がかかったりすることがある。 

そこで、興味や関心のあることや⽣活上の場⾯を取り上げ、実物や写真などを使って⾒たり読んだり、
理解したりできるようにすることで、確実に認知や⾏動の手掛かりとなる概念の形成につなげていくよ
うに指導することが⼤切である。 
 

☆ 知的障がいのある子どもの教育的ニーズの整理② 
〜特別な指導内容〜 

＊下線、太字は本資料作成に当たって福島県特別⽀援教育センターにおいて追記（以下同様） 

 知的障がいのある子どもの教育的ニーズを整理する観点『②特別な指導内
容』について、「障害のある子供の教育⽀援の手引」から、一部を抜粋してま
とめました。詳細については、「手引」第３編をご参照ください。 
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オ 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること 
知的障がいのある子どもは、知的発達の状態等に比較して、着替えにおけるボタンの着脱やはさみな

どの道具の操作などが難しいことがある。このことの要因としては、手指の巧緻性などの運動⾯の困難
さや、課題に集中して取り組む持続性の困難さなどの他、目と手の協応動作などの認知⾯の課題、ある
いは⽇常⽣活場⾯等における経験不⾜などが考えられる。 

このような場合には、道具等の使用に慣れていけるよう、興味や関心がもてる内容や課題を工夫し、
使いやすい適切な道具や素材を用いて指導することが⼤切である。 
 
カ 作業に必要な動作と円滑な遂⾏に関すること 

知的障がいのある子どもは、粗⼤な運動や動作には問題は⾒られないものの、細かい手先を使った作
業の遂⾏が難しかったり、その持続が難しかったりすることがある。このことの要因としては、自分の
⾝体の各部位への意識が⼗分に高まっていないことや、手指の巧緻性などの運動⾯の困難さ、課題に集
中して取り組む持続性の困難さなどのほか、目と手の協応動作などの認知⾯の課題、あるいは⽇常⽣活
場⾯等における経験不⾜などが考えられる。また、⾒通しをもちにくいことから持続するのが難しいこ
とも考えられる。 

このような場合には、手遊びやビーズ などを仕分ける活動、ひもにビーズを通す活動など、子供が両
手や目と手の協応動作などができるような活動を用意して指導することが必要である。その際、単に訓
練的な活動とならないよう、興味や関心のもてる内容や課題を工夫し、楽しんで取り組めるようにした
り、ものづくりをとおして、他者から認められ、達成感が得られるようにしたりするなど、意欲的に取
り組めるようにしながら指導することが⼤切である。 
 
キ コミュニケーションの基礎的能⼒に関すること 

知的障がいのある子どもは、自分の気持ちや要求を適切に相手に伝えられなかったり、相手の意図が
理解できなかったりしてコミュニケーションが成⽴しにくいことがある。 

そこで、自分の気持ちを表した絵カードを使ったり、簡単なジェスチャーを交えたりするなど、要求
を伝える手段を広げることができるように指導することが必要である。また、人とのやりとりや人と協
⼒して遂⾏するゲームをしたりするなど、コミュニケーションの基礎的な能⼒の活用を促す学習などを
通して、自分の意図を伝えたり、相手の意図を理解したりすることができるように指導し、子供が他者
と適切な関わりができるようにすることが⼤切である。 
 
ク コミュニケーション⼿段の選択と活⽤に関すること 

知的障がいのある子どもは、対人関係において緊張したり、記憶の保持などが困難であったりするた
め、適切に意思を伝えることが難しいことが⾒られる。 

そこで、タブレット型端末に⼊れた写真や手順表などの情報を手掛かりとすることや、⾳声出⼒や⽂
字・写真など、代替手段を選択し活用したコミュニケーションができるように指導することが⼤切であ
る。 
 
 
 
 

その子に最も適切な教育を提供するために、必要となる「特別な指導
内容」を把握しましょう。 

上記ア〜クは、代表的な例になるため、子どもの実態によっては、上記以外の特別な指導内容も
考えられることに留意することが⼤切です。 


